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第２回設工認申請書の不備について

【公開版】

第２回設工認申請書の不備について発生事象、

問題点、推定要因、対策を要因分析図として取り

まとめた。  

要因分析・対策検討の元となった各事象の時系

列や具体事象例を参考に添付する。



要因分析図 発生
主要な
要因

対策提案箇所
出来事流れ図で

抽出した問題点
件名： 第2回設工認申請書の不備について （状況レポートID:CR1169356）

第2回設工認申請書（耐震計算書以外）の不備について （状況レポートID:CR1173298）

第２回設工認申請書
の提出後に多数の不
備が確認された。

作成担当課（作成者、審査者）は最終版のPDFではなく、PDF
化前の元データによりチェックしていた。

〇記載漏れ

事象数
・本文（仕様表、主要設備リスト）：
271
・計算書（耐震、強度）：123
・その他説明書：16
・添付図面：72

合計：482事象

パフォーマンス改善会議で決定予定

【問題点B‐4】
作成担当課は、申請書の最終形態であるPDF版を用いてチェック
を行うべきであったが、PDF版でのチェックではなく、別の電子媒
体によりチェックした。

最終PDFファイルでは、一部情報が印刷範囲外となり、欠落した。

化学薬品の漏えい評価対象リストと防護区画図の取りまとめが、DBは火災・溢水G、
SAは重大事故Gとなっていたが、作成担当課は火災・溢水Gに資料を提出し、火災・
溢水Gは重大事故Gと共有し各々が申請書を作成することとなっていた。
作成担当課は評価対象リストと防護区画図に変更があった際に、火災・溢水Gへは
変更の連絡をしたが、重大事故Gへは連絡をしなかった。
火災・溢水Gは、作成担当課から評価対象リストと防護区画図の変更連絡があった
が、重大事故Gへ設備リストの変更を連絡しなかった。

対策１

総括責任者は、各課の方で申請書のチェックが実施されている
と思っていた。

作成担当課の審査者は、当該詳細評価結果が記載され
ていないことに気づけなかった。

作成担当課は、総数が確認できるツール等を用いて、全
ての資料が揃っていることを確認することとし、その旨を
ガイドに反映する。

③複数メーカの設計・解析の諸元情報のうち、一部メーカ分を合本失念（耐震）、④耐震計算書の一部の評価結果の記載漏れ（耐震）

①詳細結果の記載漏れ（耐震）、 ②簡易結果を詳細結果へ記載修正漏れ（耐震）

作成担当課の作成者は、確認をする時間が十分に確保で
きず、二次評価の結果を記載が抜けていることに気づけな
かった。

総括責任者及び事務局は、申請書の作成状況（実情：チェック
が不十分）を把握していなかった。

事務局は、作成担当課の作成進捗状況（完
成見込み等）を鵜呑みにし、申請書のチェッ
クの実態（どの程度実施しているか）を正確
に把握せず、申請までの提出期限を設定し、
一方的な依頼指示を実施。
事務局同様、経営層についても、申請書の
チェックの実態を把握していなかった。

作成担当課は、早期申請と強く言われているので、実情を訴え
ても申請目標時期は変わらないだろうという思いがあり、事務
局等へ実情を伝えなかった。

作成担当課は、必要なチェックができていないという実情を、事
務局等へ伝えなかった。

最終的にPDF化したものでチェックすることをルール化してい
ない。

作成担当課は、PDF化した後に最終確認することとし、
その旨をガイドに反映する。

事務局は、作成担当課が申請書と照合したエビデンス
資料を確認することにより、申請書のチェック実態（どの
程度実施しているか）を把握し、経営層に報告する。
経営層は、積極的に上記報告を事務局に求める。
経営層は、工程見直しを含む改善指示を行う。

作成担当課は、設計確認値を記載すべき項目をすべて把握
できていなかった。

作成担当課は、設計確認値の記載ルールを熟知
していなかった。

取り纏め課は、メールによる
周知のみで作成者が理解でき
ると思い込んでいた。

作成担当課（作成者、審査者、課長）は、期間内でできるチェッ
クをして申請すればいいだろうという思いがあった。

作成担当課は、正確性より、申請という行為が大事だという意
識があり、時間的に間に合わない資料のチェックを怠った。

経営層は、申請書作成から申請までの実施すべきプロ
セスの必要性と、申請書記載事項の重要性（記載不備
が及ぼす社会への影響・重み）について、社員への浸透
に取り組むことで、作成担当課が、当たり前に実施すべ
き行為を確実に実施する。

対策2

事務局は、各課の方で申請書のチェックが実施されていると
思っていた。

【問題点A】

⑧設計・解析の諸元情報の印刷範囲設定不備（耐震）、文字切れ（強度）

⑤評価対象設備の記載漏れ（健全性） 、⑥区画のハッチング漏れ（健全性）

作成担当課の課長は、作成者及び審査者が確実に
チェックを実施していることを確認しなかった。

作成担当課は計算書に一次評価（簡易評価）で、
判定を満足しない場合は二次評価（詳細評価）結
果を記載するべきところ、二次評価結果を記載し
なかった。

⑦公称値／設計確認値の並記漏れ（仕様表）

第三者（作成担当と別の所属の人）は、作成担当課の作
成者、審査者のダブルチェックが機能していることを確認
することで、当たり前に実施すべき行為を確実に実施させ
る。
（第三者が、抜取で、作成者・審査者同様に、申請書とエ
ビデンス資料との照合確認を実施する）

対策3

取り纏め課は、変更が生じた場合に、作成箇所と取り纏
め課との連絡方法や運用を予め取り決めておく。
（今回の事例で言うと、所管→重大事故Gと火災・溢水G
の双方へ連絡するよう決めておく）

対策4

変更が生じた場合の連絡方法が、取り纏め課
と作成担当課で認識が共有できていなかった。

対策5

対策7

（１／３）

【問題点A】
作成担当課は、申請目標時期に対して作業時間に余裕がなく、
社内ルールに基づいた申請書の実質的なチェックができなかっ
た。

・作成者は、申請書作成の量が多く作業に追われており、社内
ルールに基づき、誤字、脱字、引用する設計図書等の設計情報
に転記ミスがないことを確認すべきところを、チェックシート上で
チェックを跳ねるだけで確認したこととした。
・審査者は社内ルールに基づき、誤字、脱字、引用する設計図書
等の設計情報に転記ミスがないことを確認すべきところを、チェッ
クシート上でチェックを跳ねるだけで確認したこととした。
・課長は、時間もなかったため、社内ルールに基づき、作成者、
審査者が確実なチェックを実施していることを確認のうえ承認す
べきところを、作成者・審査者のチェックの実態を承知しながら承
認した。

【問題点A】
作成者は、申請書作成の量が多く作業に追われており、社内ルールに基づき、
誤字、脱字、引用する設計図書等の設計情報に転記ミスがないことを確認すべ
きところを、チェックシート上でチェックを跳ねるだけで確認したこととした。

【問題点A】
審査者は、申請書作成の量が多く作業に追われており、社内ルールに基づき、
誤字、脱字、引用する設計図書等の設計情報に転記ミスがないことを確認すべ
きところを、チェックシート上でチェックを跳ねるだけで確認したこととした。

【問題点A】
課長は、時間もなかったため、社内ルールに基づき、作成者、審査者が確実な

チェックを実施していることを確認のうえ承認すべきところを、作成者・審査者の

チェックの実態を承知しながら承認した。

作成担当課は、申請対象設備の耐震計算書を作成するにあたり、
複数のメーカの評価を合本する必要があったが、一部のメーカ評
価結果が欠落した。

作成担当課は、各メーカ個別単位で確認さえすれば、資料取
り纏め作業によって、資料の抜け漏れが発生するとは考えて
いなかったため、資料を取り纏めた状態で最終確認を実施し
なかった。

【問題点B‐1】
作成担当課は社内ルールに基づき、必要な設工認図書がす
べて作成されていることを確認するために、全てのメーカ分を
合本した状態で最終確認すべきところ、合本前に各メーカ個
別単位で確認を実施してしまった。

【問題点B‐2】
作成担当課は、評価対象リストと防護区画図に変更があった
際に、火災・溢水Gだけに連絡すればいいと思い、重大事故G
へ連絡しなかった。

【問題点B‐3】
取り纏め課は、設計確認値の記載ルー
ルをメールによる周知のみで対応し、作
業説明会を実施しなかった。

取り纏め課は、従前の記載ルール・様式等から変更が
ある場合や、現行の記載では記載不統一となる可能性
がある場合は、当該図書の記載様式・記載方法等をま
とめた要領等を作成し、作成関係者で共通認識のもと
作成する。

対策6

以降は、問題点Aに帰着しない「問題点、要因が抽出された事例」について、個別の事実、問題点等を記載する。

作成担当課の作成者は、二次評価（疲
労評価）を実施した際に、耐震計算書に
どのように記載すればいいか理解してい
なかった。

取り纏め課は、従前の記載ルール・様式等から変更が
ある場合や、現行の記載では記載不統一となる可能性
がある場合は、当該図書の記載様式・記載方法等をま
とめた要領等を作成し、作成関係者で共通認識のもと
作成する。

対策6

取り纏め課は、作成担当課の作成者から二
次評価（疲労評価）の記載方法について問い
合わせがあった際に口頭で回答したのみだっ
た。

取り纏め課は、作成サンプル等を提示しておら
ず作成担当課に作成方法が十分に伝わらな
かった。

【公開版】
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要因分析図 発生
主要な
要因

対策提案箇所
出来事流れ図で

抽出した問題点
件名： 第2回設工認申請書の不備について （状況レポートID:CR1169356）

第2回設工認申請書（耐震計算書以外）の不備について （状況レポートID:CR1173298） パフォーマンス改善会議で決定予定

⑨底が平板の容器について、平板を主要材料として記載しなかった（仕様表）
⑩管台の抽出方法の理解不足（仕様表）
⑪配管紐付け表／公差表の添付要否の理解不足（図面）

〇記載誤り

事象数
・本文（仕様表、主要設備リス

ト）：306
・計算書（耐震、強度）：12
・その他説明書：196
・添付図面：103

合計：617

作成担当課の作成者は、最新設計を申請書に反映すること
を失念した。

【問題点C‐2】
作成担当課は、水平成分の２つの加速度のうち、大きい方を

従来応答加速度に記載すべきところ、誤って設計図書のSRSS
した数値を申請書に記載した。

作成担当課は、再処理施設本体申請に記載すべ
き耐震影響評価をF施設申請側に記載した。

【問題点C‐3】
再処理施設側の目次には当該申請書の記載は
なく、F施設側の目次に記載があり、作成担当課
はF施設申請側に記載した。

審査者は、設計図書に記載の数値の意味を確認しないまま、
確認した。

作成担当課の作成者は、定めら
れたルールの解釈を誤っていた。

取り纏め課は、作成者の解釈次第で、対応にバラつきが生
じる可能性のあるガイドを作成していた。

作成担当課の作成者、審査者は、設計図書の記載内
容・意味を理解し、申請書の作成、審査を行う。

申請書の数値類のチェックの観点・ポイント（判定基準
と算出結果の比較、評価対象の抜け漏れ確認、修正し
た箇所の確認、様式や設計図書が最新であること、最
終チェックはＰＤＦで行うこと）を明確にするようガイドに
反映する。

作成担当課の審査者は、申請書が最新設計に基づいた記
載となっていないことに気づけなかった。

⑫設計図書の読取解釈の理解不足（耐震）

⑬再処理本体申請に記載すべき内容を、F施設申請に記載し、記載箇所誤り（耐震）

⑭記載内容の最新化を失念（仕様表、設定根拠、健全性、耐震、強度）

対策9

目次を作成する取り纏め課は、1項変更と2
項変更の申請対象設備を理解せず目次を
作成していた。

（２／３）

【問題点C‐4】
作成担当課は、申請書ドラフト作成後、最新の設計進捗を申
請書に反映すべきところを反映しなかった。

【問題点C‐1】
取り纏め課は、作成ガイドのメール周知のみで、作業者が理
解できると思い込んでいた。

作成担当課は、設備が2項変更と1項変更
のどちらのものか理解していたが、耐震影
響評価を再処理またはF施設のどちらに記
載するのかを理解していなかった。

1項変更と2項変更の明確な記載ルールは
存在せず、取り纏め課と作成担当課との作
成方針の認識合わせが不十分だった。

【問題点A】へ
※問題点Aに帰着する要因分析
は問題点Aで展開する。

取り纏め課は、ガイドの解釈・記載ルールの詳細を作成担
当課へ正確に伝えられていなかった。

取り纏め課は、従前の記載ルール・様式等から変更が
ある場合や、現行の記載では記載不統一となる可能性
がある場合は、当該図書の記載様式・記載方法等をま
とめた要領等を作成し、作成関係者で共通認識のもと
作成する。

対策6

作成者は、設計図書に水平成分として記載されていた値が
SRSSした値であったが、水平成分の大きい方の値が記載さ
れていると思い、申請書へ転記作業を実施した。

取り纏め課は、従前の記載ルール・様式等から変更が
ある場合や、現行の記載では記載不統一となる可能性
がある場合は、当該図書の記載様式・記載方法等をま
とめた要領等を作成し、作成関係者で共通認識のもと
作成する。

対策6

作成担当課の作成者、審査者は、評価判定の確認を実施しな
かった。

【問題点C‐5】
作成担当課は、計算書に一次評価（簡易評価）で、判定を満
足しない記載に気づかなかった。

⑭記載内容の最新化を失念（耐震）

対策8

作成担当課の作成者、審査者は、従前同様、水平成分の大
きい方の数値が設計図書に記載されていると勝手に判断し、
数値の意味を確認せずに、そのまま転記した。

作成担当課は、評価結果の一部で判定を満足しない記載に
気づかなかった。

作成担当課の作成者、審査者は、評価判定の確認を実施しな
かった。

申請書の数値類のチェックの観点・ポイント（判定基準
と算出結果の比較、評価対象の抜け漏れ確認、修正し
た箇所の確認、様式や設計図書が最新であること、最
終チェックはＰＤＦで行うこと）を明確にするようガイドに
反映する。

対策9
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要因分析図 発生
主要な
要因

対策提案箇所
出来事流れ図で

抽出した問題点
件名： 第2回設工認申請書の不備について （状況レポートID:CR1169356）

第2回設工認申請書（耐震計算書以外）の不備について （状況レポートID:CR1173298） パフォーマンス改善会議で決定予定

〇落丁
事象数

・本文（仕様表、主要設備リス

ト）：2
・計算書（耐震、強度）：110
・その他説明書：35
・添付図面：15

合計：162

〇様式不備

事象数
・本文（仕様表、主要設備リ

スト）：108
・計算書（耐震、強度）：556
・その他説明書：170
・添付図面：32
合計：866

様式不備の事象例

・評価NG結果と詳細結果の併記（耐震）
・記載位置他体裁不備（耐震）
・旧verの資料を取り纏め課に提出（耐震、強度）

【問題点D‐1】
作成担当課が取り纏め課に提出する
資料に漏れがあった。

取り纏め課は、従前の記載ルール・様式等から変更が
ある場合や、現行の記載では記載不統一となる可能性
がある場合は、当該図書の記載様式・記載方法等をま
とめた要領等を作成し、作成関係者で共通認識のもと
作成する。

【問題点E‐１】
取り纏め課が最終FIXした様式・記載ルールを纏めて、各課
へ周知すべきところ、周知できていなかった。

取り纏め課は、様式や記載方法について変更の都度、変
更の箇所のみの周知により各施設課の申請書作成はでき
ると考え、最終版のルール一式は周知はしなかった。

取り纏め課が、初回計算書様式提示後、各施設課レ
ビューにより、部分的な修正箇所が多発し、全体を通して
の最終FIX版を関係者へ提示できず、各資料作成者へ十
分に共通認識の浸透を図ることができなかった。

作成担当課及び取り纏め課は、総数が
確認できるツール等を用いて、全ての資
料が揃っていることを、双方が確認する
ことをガイドに反映する。

作成担当課は作成すべき資料の漏れ
に気づかなかった。

取り纏め課は作成すべき資料の漏れ
に気づかなかった。

作成担当課は、時間に余裕がなく、申請書
案が最終的に合本された状態で、十分な確
認ができなかった。

作成担当課は、様式変更について、最終ＦＩＸ版を通知した
が、様式の考え方については周知していなかった。

対策4

取り纏め課が、合本作業をする際に
各施設課が作成した資料が全て揃っ
ていることを確認しなかった。

取り纏め課は、全て揃っていることを確認できる
術・ツールがなく、作成担当課から提出完了連
絡があったため、全て提出されていると思い込
んだ。

対策6

（３／３）

【問題点D‐2】
取り纏め課は合本作業をする際に各施設課が作成
した資料が全て揃っていることを確認すべきところ、
落丁の有無を確認しなかった。

作成担当課は申請書案が最終的に合本された状態を確
認すべきところ、十分な確認ができず落丁を発見できな
かった。

作成担当課と取り纏め課は、それぞれの合本の際
に、必要な機器全ての計算書が揃っていることを
確認することができなかった。（機器全ての計算書
が管理できるようなツールがなかった。）

【問題点D‐3】
事務局は、申請書案の合本最終版のリリース
が遅れ、作成担当課に対し確認する時間を確
保できなかった。

事務局は申請書一式合本後、作成担当課が申請書の
落丁や製本順に問題ないかの観点で最終確認すること
をルール化し、チェックする期間を設ける。

事務局は、申請書合本作業後のチェックは短時間
でチェックできると思い込んでいた。

対策11

作成担当課が様式・記載ルールの内容の理解が不足してい
た。

事務局は、チェック期間の見直しを検討することは
なかった。

【問題点A】へ
※問題点Aに帰着する要因分析
は問題点Aで展開する。
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